
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 学校生活管理指導表編 
 



Ⅱ－1 

 

 
 

○アレルギー疾患の状況 

・学校にアレルギー疾患のある子供が多

数在籍 

○学校における取組 

・給食における対応開始 

○個々に求められる学校の対応 

・重篤な症状に陥る可能性のある子ど 

 もへの対応増加 

・関係機関との連絡強化 

 

 

 

 

＜Ⅱ 学校生活管理指導表編＞ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 学校生活での配慮や管理に生かすことができる

情報の把握 

○ 学校と保護者の間での正しい知識に基づいた円

滑な意志疎通 

○ アレルギー疾患のある子供に対する適切な対応 

○ 個々に求められる学校の対応 

 

「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」の活用 

 

アレルギー疾患対応の状況 

 

アレルギー疾患対応の方向性 

 

 

○ 学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の性格 

アレルギー疾患の子供に対する取組を進めるためには、個々の子供の症状等の特徴を把

握しておく必要がある。 

その一つの手段として、学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）を活用することによ

り、各学校が必要な情報を把握し、実際の子供への対応に生かすことができる。 

学校生活管理指導表は、個々の子供についてのアレルギー疾患に関する情報を主治医が

記載し、保護者を通じて学校が把握するものである。 

 

 

 

○ 管理指導表の対応期間 

 学校での取組を希望する保護者に対して、学校生活管理指導表の提出を求めるところから

開始し、子供の在籍中において必要がなくなるまで継続して対応する。 

○ 管理指導表の対象範囲 

・ 学校生活管理指導表は、医師が学校において配慮や管理が必要だと思われる場合に使用

され、学校生活上、管理を特に要しない場合は対象外となる。 

・ 学校生活管理指導表を提出している子供の症状等に変化があり、配慮や管理事項に変更 

が必要な場合は、改めて学校生活管理指導表の提出を求める。 

 

学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）に基づく取組 

 

表  アナフィラキシー/食物アレルギー、気管支ぜん息 

裏  アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎 

１ 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)作成の背景 

 

の背景 
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２ 学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）を用いた情報の流れ 

・ 学校は、学校生活管理指導表に基づいて保護者と話し合い、取組を実施する。 

活用 

・ 原則、対応の必要な子供について一人１枚ずつ作成する。 

・ ぜん息とアトピー性皮膚炎等、複数の診療科目を受診している場合は、必要に応じて、そ

れぞれの担当医師に学校生活管理指導表を記入していただく。 

・ 症状や治療内容、学校生活上の配慮事項などの指示が変化しうる場合、記載する医師には、

宿泊学習や水泳学習、調理実習等の活動を通して考えられる内容を記載していただく。 

・ アナフィラキシーショックや気管支ぜん息により重篤な症状が心配される場合、保護者と

主治医が相談のうえ、緊急時の対応について確認をしておく。 

・ 学校生活管理指導表については、文書料がかかる場合もあり、その費用は保護者負担にな

ることを伝える。 
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・  学校生活管理指導表を受け取る際には、コピーを保護者に渡し原本を学校が預かる。 

・ 進学する際には、学校生活管理指導表に変更がないかどうかを主治医に必ず確認するよ

う保護者に依頼する。 

作成 

Ⅱ－2 

令和４年度診療報酬改定において、保険医療機関が、アナフィラキシーの既往歴のある患者もしくは食物アレルギ

ー患者である児童生徒等の通学する学校等の学校医に対して、当該児童生徒等が学校生活を送るに当たって必要な

情報（学校生活管理指導表等）を提供した場合に、診療情報提供として診療報酬の算定の対象となった。 

      

・ 対応の必要がなくなった場合や対象の子供が卒業や転出をする場合、学校生活管理指導 

表を保護者へ返す。その際、「学校生活管理指導表に基づき学校で対応していた」こと

を進学先もしくは転入先に必ず伝えるよう保護者に伝えるとともに、必要時保護者の同

意を得て、進学先もしくは転入先の学校に引継ぎを行う。 

・  対応の必要がなくなった場合は、口頭のやりとりのみで済ますことはせず、必ず保護者 

と学校の間で書類を作成して対応する。 

様式例３-１ Ⅳ－7 

 

活用終了時 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者 

・ 主治医への学校生活管理指導表の 

記載依頼、学校への提出 

・ 学校生活管理指導表に基づく具体的

取組に関して学校との話し合い 等 

学校 

・ 対応の必要な子供の保護者への学校生活管理指

導表の提出依頼 

・ 学校生活管理指導表に基づく保護者との具体的

な取組に関する話し合い 

・ 子供に対する取組の実施 

      ・   ・ 緊急時に備えた体制の整備 

等 
主治医 

・ 学校生活管理指導表の記載 

・ 専門的観点からの指導 

・ 急性発作時の相談 等 

学校生活管理指導表

（アレルギー疾患用） 

医師の指示に基づき、保護者と学校とが共通理解を

持ち取組の推進を目指す。 

３ アレルギー疾患対応における留意事項 

 

保護者からの情報提供は、対応を要する子供への日常の取組や緊急時の対応に役立てる。い

つ、どのような状況で緊急の対応を要する事態が発生するかを予測することはできないの

で、提供された情報を教職員全員で共有しておく。 

 

 

 

 

学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の取り扱い 

・ 学校生活管理指導表には子供の健康に関わる個人情報が記載されているので、管

理には十分注意する。 

・ 学校生活管理指導表の取扱いについて、保護者または子供本人に説明し、事前に

同意を得ておく。 

留意事項 

Ⅱ－３ 


